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原子力規制庁記者ブリーフィング 

 

  日時：令和2年2月21日（金）14:30～ 

  場所：原子力規制委員会庁舎 記者会見室 

  対応：児嶋長官官房総務課長 

 

 

＜本日の報告事項＞ 

○司会 それでは、定刻になりましたので、ただいまから原子力規制庁の定例ブリーフィ

ングを始めます。 

○児嶋総務課長 報道官の児嶋です。 

  それでは、お手元の広報日程に従いまして、補足説明をいたします。 

  まず、2番の審査会合の関係です。2ページ目から参ります。1枚おめくりください。 

  一番上です。2月25日火曜日、（3）第340回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審

査会合、議題は2つございます。 

  議題の1つ目は、日本原燃・MOX燃料加工施設の事業変更許可に関しまして、引き続き

まとめ資料の確認を行うものです。 

  議題の2つ目は、日本原燃・廃棄物管理施設の設計・工事方法認可に関しまして、無停

電電源装置の更新についての説明を受けるものです。 

  その下に参ります。（4）第839回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、

こちらは中国電力・島根原子力発電所2号機の設置変更許可に関しまして、防波壁の構

造についての昨年10月31日の会合のコメント回答を受けるものです。 

  その下です。次に参ります。2月26日水曜日、（7）第40回技術情報検討会、議題は3

つございます。 

  議題の1つ目は、スクリーニング中の事故トラブル情報に関しまして、情報の更新や検

討結果を報告するものです。 

  議題の2つ目です。こちらは最新の知見に関する分析やスクリーニングの状況を報告す

るものです。 

  議題の3つ目は、規制の反映に向けた検討状況を報告するものです。 

  その下に参ります。2月27日木曜日、（8）第840回原子力発電所の新規制基準適合性に

係る審査会合、こちらは日本原電・東海第二発電所の特定重大事故等対処施設の設置変

更許可に係る審査を行うものです。 

  1枚おめくりください。3ページ目です。一番上から参ります。 

  （9）令和元年度放射線対策委託費（放射線安全規制研究戦略的推進事業）第3回研究

推進委員会。 

  議題の1つ目ですが、これは継続中の研究課題のうち、研究計画を修正した課題につい
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て、審査を行うものです。 

  議題の2つ目は、こちらは2月14日に開催された研究推進委員会の一次審査を通過した

新規課題について、二次審査を行うものです。 

  続きまして、その下です。2月28日金曜日、（10）第841回原子力発電所の新規制基準

適合性に係る審査会合。 

  議題の1つ目ですが、こちらは中部電力・浜岡原子力発電所の設置変更許可に関しまし

て、プレート間地震の評価についての昨年11月22日の会合のコメント回答を受けるもの

です。 

  その下、議題の2つ目です。こちらは中国電力・島根原子力発電所2号機の設置変更許

可に関しまして、防波壁の地山の表層部分の掘削について、昨年11月22日の会合のコメ

ント回答を受けるものです。 

  最後です。「3.その他」、（2）グロッシーIAEA事務局長の表敬訪問、これは2月27日

木曜日の10時からを予定しております。対応は更田委員長となります。IAEA（国際原子

力機関）のグロッシー事務局長が福島第一原子力発電所の視察等の目的で訪日されるた

め、その過程で原子力規制委員会にも表敬訪問されるものです。 

  私からは以上となります。 

 

＜質疑応答＞ 

○司会 それでは、皆様からの質問をお受けします。いつものとおり、所属と名前をおっ

しゃってから質問のほうをお願いいたします。 

  質問のある方は手を挙げてください。御質問はございますでしょうか。よろしいです

か。 

  それでは、本日のブリーフィングは以上としたいと思います。お疲れさまでした。 

 

－了－ 


